
 

 

令和６年度介護保険サービス提供事業者説明会 

（集団指導） 
 

 

〇令和６年度介護報酬改定の概要について 

〇介護給付費の適正化について 

〇国保連合会での審査と支払までの流れについて 

〇給付管理票「新規」「修正」「取消」について 

〇返戻（保留）一覧表の見方について 

〇静岡県国保連合会のホームページについて 

【別添】ケアプランデータ連携システムについて 

 

 

 

静岡県国民健康保険団体連合会 介護保険課 

令和６年 11 月～12 月 
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令和６年度介護報酬改定の概要 社会保障審議会介護給付費分科会資料より抜粋  
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介護給付費の適正化について 

  

国保連合会では、保険者の委託を受けて介護給付費の適正化として縦覧点検を行っています。サービス提供月の８ヶ月後に点検を行います。 

 事業所への確認が必要であった場合、事業所宛てに確認・照会通知を郵送しています。 

国保連合会から確認・照会通知が届いた場合は、内容についてご確認のうえ、期日までにＦＡＸにて回答を提出してください。 

 

◆縦覧点検（対象：すべての事業所） 

確認内容の例）・初期加算を再度算定するための要件は満たしているか。 

・短期集中リハビリテーション加算の起算日が正しいか。起算日から３月以内に算定されているか。 

・短期入所利用がある月の介護予防通所リハビリテーション費が日割りで算定されているか。 

 

郵送で『確認届』・『照会事項』が届いた場合は、回答を記入のうえ、FAX にて返信してください。 

併せて他のサービス提供月の自主点検をお願いします（算定回数、重複算定等）。 

 

 

◆『居宅介護支援請求におけるサービス実施状況一覧表』・『介護給付費縦覧審査確認表（支援事業所）』（対象：居宅介護支援事業所・地域包括支援センター） 

給付管理票に不備がなくサービス計画費の支払いは既に行われているが、サービス事業所への支払いが行われていない場合に送付しています。 

「利用実績のない」給付管理票の提出やサービス計画費の請求を行っていないかどうかを確認してください。 

  

『居宅介護支援請求におけるサービス実施状況一覧表』： サービス提供月から ５～７ヶ月後に審査結果と一緒に送付します。 

サービス計画費の請求に誤りがあった場合はサービス計画費の過誤取下げをしてください。  

『介護給付費縦覧審査確認表（支援事業所）』    ： サービス提供月から 8 ヶ月後に郵送にて送付します。 

回答欄に確認した内容と過誤の“要・不要”を記入のうえ、FAX にて返信してください。 
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国保連合会での審査と支払までの流れ 
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給付管理票「新規」「修正」「取消」 

 

給付管理票の作成区分には「新規」、「修正」、「取消」の３つの区分があります。それぞれの区分の取扱いは以下のとおりです。 
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返戻（保留）一覧表の見方 

 

審査の結果、「返戻」または「保留」となったものを通知する一覧表です。 

①なにが、②どのような原因で、③結果は「返戻」「保留」のどちらかを確認してください。 

 
 

請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表 
事業所（保険者）番号 9970000000              令和〇年〇月審査分 

事業所（保険者）名  □□介護事業所                                     〇〇県国民健康保険団体連合会 

保険者（事業所）番
号 

保険者（事業所）名 

被保険者番号 
被保険者氏名 

種別 
サービ
ス提供
年月 

サービ
ス種類 

 
サービス
項目等 

単位数 
特定入所者介護費等 

事由 
 

内     容 
 

備考 

  
①   

 
  ② ③ 

  

  
   

 
    

  

 

 

①なにが      → 「種別」欄で確認 

「サ」…サービス計画費（ケアプラン料） 

「請」…請求明細書（サービス計画費を除く） 

「給」…給付管理票 

「ケ」…介護予防ケアマネジメント費請求明細書（総合事業の場合に限る） 

②どのような原因で → 「内容」欄で確認 

            この欄を参照して修正等をしてください。詳しくは国保連合会ホームページ内に原因・対応が掲載されていますのでご覧ください。 

👉静岡県国保連合会 HP → 介護保険事業者の皆様へ→ 介護報酬請求に関する資料→ ②介護保険請求事務の解説（別冊） 

③結果は返戻?保留? → 「備考」欄で確認 

「保留」…突合する給付管理票の決定がないため、翌月審査まで支払いは保留します。 

「返戻」…請求（提出）は却下されました。必要に応じて再請求（再提出）が必要です。 

「〇〇〇〇」（４文字の英数字）…こちらも「返戻」と同様です。 
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静岡県国保連合会のホームページ 

 

請求に関する疑問や各種様式はホームページをご覧ください! 

静岡県国保連合会 🔎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


